
 
賃貸借仕様書 

 

１ 賃貸借名  

岡山市消防局寝具類借上（単価契約） 

※上記賃貸借について、以下、賃借人岡山市（以下「甲」という。）と賃貸人（以下「乙」

という。）とする。 

２ 目的  

交替制勤務者の仮眠に使用する。 

３ 賃貸借期間  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

(1) 期間Ａ：令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで 

 (2) 期間Ｂ：令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 賃貸借場所・内訳 

名   称 所 在 地 数 量  勤務人員 

北消防署 岡山市北区鹿田町二丁目４－１ ４９組 ２４名 
指揮隊 岡山市北区鹿田町二丁目４－１ ４階 ３組     ３名 

番町分署 岡山市北区番町二丁目１－１ ３０組 １５名 

津高出張所 岡山市北区富原３６５１－３ １２組     ６名 

御津出張所 岡山市北区御津宇垣１４０－２ １２組     ６名 

建部出張所 岡山市北区建部町福渡８３９－２ １２組     ６名 

今出張所 岡山市北区下中野１２２３－６ １３組 ６名 

西消防署 岡山市北区野殿西町４２７－１ ４１組   ２０名 

情報指令課 岡山市北区野殿西町４２７－１ ４階 ２１組   ９名 

高松出張所 岡山市北区高松原古才２４７ １３組     ６名 

吉備中央出張所 加賀郡吉備中央町竹部２１６４－６１ ８組     ４名 

足守救急ｽﾃｰｼｮﾝ 岡山市北区東山内１０１－１ ６組     ３名 

中消防署 岡山市中区今在家地先 ２５組   １８名 

倉田出張所 岡山市中区倉田５１８ １３組     ６名 

竜操出張所 岡山市中区兼基１０４－１ １２組     ６名 

東消防署 岡山市東区西大寺南一丁目２－４ ３７組   １８名 

上道出張所 岡山市東区沼１３１３－１ １３組     ６名 

可知出張所 岡山市東区松新町１９０－１１ １２組     ６名 

瀬戸出張所 岡山市東区瀬戸町万富２１５－１ １２組    ６名 

南消防署 岡山市南区浦安南町４９５－８８ ３７組   １８名 

妹尾出張所 岡山市南区妹尾９６４－１ １３組     ６名 

灘崎出張所 岡山市南区宗津１０－１ １３組     ６名 

                                                 合計 ４０７組  ２０４名 

                         

＊布団組数及び勤務人員については令和７年度実績に基づく予定であり、人事異動及び庁

舎改修等に伴い布団数量及び勤務人員が増減する場合は随時対応すること。（布団組数が

２０組程度増減、勤務人員が１０名程度増加する可能性あり。） 

＊日によって勤務人員が増減し、それに伴い布団の使用組数も増減する。 

 

 

 

 



 
５ 賃貸借内容 

  (1) 寝具類１組当りの構成及び規格 

品 目 数量        規  格  

 １組当り 大きさ（幅×長さcm） 材質 備考 

掛布団 １枚 １５０×２００ ﾌﾞﾛｰﾄﾞ更紗 化繊わた2.0kg以上 

敷布団 １枚 １００×２００ ﾌﾞﾛｰﾄﾞ更紗 木綿わた5.0kg以上 

毛布 １（２）枚 １４０×１９０ ｱｸﾘﾙ100％  

枕 １個 ３２×４５ ｽﾄﾛｰｸｯｼｮﾝ入  

掛ｶﾊﾞｰ ５枚 １５０×２００ 綿生地  

敷ｶﾊﾞｰ ５枚 １００×２００ 綿生地 平シーツとする 

枕ｶﾊﾞｰ ５枚 ４０×６８ 綿生地  

 ※カッコ内の数量は、期間Ｂにおいて適用する。 

(2) 数量等詳細 

ア 寝具類納入総数 ４０７組 

イ 予定使用総数量 ７６，７６４組以下 

（２０４名×３６５日=７４，４６０組+２，３０４組[災害対応等増員分]） 

ウ 賃借形式 

期間Ａにおいては、寝具類１組を賃借するもの。また、期間Ｂにおいては、寝具 

類１組に毛布１枚を追加するものとする。  

ただし、賃借形式に変更が生じる場合は、甲乙で協議するものとする。 

(3) 寝具類の搬入 

ア 令和８年４月１日（水）午後５時までに各指定場所へ指定数量を搬入し、仮眠に

使用可能な状態にすること。 

イ 敷布団及び掛布団は再生加工したものを、毛布はクリーニングを行ったものを 

搬入すること。 

(4) カバー類（掛カバー、敷カバー、枕カバー）の取替え 

ア カバー類は、期間Ａにおいては毎月１回、期間Ｂにおいては隔月１回の頻度で

クリーニングしたカバー類を取替えること。 

  なお、布団からカバー類を着脱する作業は甲が行う。 

イ 使用済みのカバー類は業者が持ち帰り、それと引換えにクリーニング済のもの 

を同数供給すること。 

ウ カバー類の取替日については、甲と乙が別途協議して定めることとする。 

６ 使用形態 

  ４０７組借り受けて保管し、１日ごとに必要数のみ使用する。 

７ 使用組数の報告 

 甲は、毎月末日を締切日として、１ヶ月の使用組数を報告書により乙に報告する。 

８ 検査及び賃借料の請求 

  １ヶ月毎に甲が行う検査に合格後、請求するものとし、請求金額は前項使用組数に契

約単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。また、業務完了届は１

年間の賃貸借が全て完了した際に提出すること。 

９ その他 

(1)  入札書には、「５ 賃貸借内容(1) 寝具類１組あたりの構成及び規格」に記し

ている１組あたりの単価（税抜）を記入すること。 



 
(2)  寝具は全て病院等医療機関用のものと共用してはならない。クリーニングについ

ても完全に区別し、必ず別施設で行うこと。（カバー類も含む。） 

(3)  不測の事態により寝具類に汚染等があった場合、無償で入替えを行うこと。 

(4)  署所の移転等があった場合は、甲と別途協議すること。 

10 担当者 

岡山市消防局消防総務部 

消防企画総務課 経理係 山﨑・梶尾（電話：０８６－２３４－９９７２） 

 


